
会計の基本的な

ことを知りたい

課税対象？税金の申告は？

個別相談会会計

税理⼠ 牧野 昌広 先⽣

●相談の⽅法
  ①センタースタッフが相談内容を

   お伺いし相談⽇時を調整します。

���������(⽕曜⽇を除く平⽇10：00〜17：00)

  ②相談会は1団体45分です。

  ③相談料は無料です。

●場所 税理⼠法⼈牧野会計事務所
     （豊⽥市平芝町8丁⽬1-13）

市⺠活動団体・
地域活動団体向け

申込みはこちらから↓↓

「豊⽥市電⼦申請届出システム」
【問合せ先】�とよた市⺠活動センター

      電話：0565-36-1730����Eメール：tec@city.toyota.aichi.jp


